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第     特 養子縁組制度 昭和 民法改 創設さ 昭和

施行さ そ 大 見直 さ い い。 近時 虐待

児童等 家庭 養育環境 様 養育環境 い 的 養育

う いう観点 特 養子縁組 利用 進5 
あ そ 制度 見直 検討 あ 動 あ 。 わ

成 日 新 子 家庭福祉 あ 方

専門委員会報告 提言 い 特 養子縁組制度 利用 進

必要 措置 連 制度 見直 機 調整

可及的速や 検討 開始 あ さ 成10 
日 成立 児童福祉法等 一部 改 法 成 法 第

附則第 条第 項 法 施行 速や 児童 福祉 増進 観

点 特 養子縁組制度 利用 進 在 方 い 検討 加え そ 結

基 い 必要 措置 講 さ い 。さ ニ ポン一億

総活躍プ ン 成 日 議決定 い 特 養子縁組制度15 
利用 進 在 方 い 検討 必要 措置 講 さ 。

踏 え 厚生労働省 児童虐待対応 法 及び特 養子縁組制度

利用 進 在 方 検討会 以 厚労省検討会 いう。

特 養子縁組制度 利用 進 在 方 提言 目指 検討

開始 特 養子制度 養子 齢要件 実父 意 撤回 制20 
限 特 養子縁組 成立 審 申立権者 含 特 養子縁組 成立手 等

個 論点 。そ 議論 結 成 日 特

養子縁組制度 利用 進 在 方 い 題 報告

い 。   当研究会 以 う 経緯 成 特 養子縁組25 
制度 中心 見直 検討 開始 検討 過程 い 特 養子

縁組 い 検討 あ 特 養子縁組 未成 養子 特 類型

設 経緯 鑑 一般的 類型 あ 普通養子縁組制度 バ ン

い 配慮 検討 進 あ 意見 複数 委員 述

。 未成 普通養子縁組 い いく 問題点 指摘さ い30 
あ 。そ 当研究会 特 養子縁組 中心

限 く 子 福祉 制度 未成 普通養子縁組 い

検討 進 。普通養子 含 養子縁組制度 子 利益

見直 必要 論点 挙 論点 第 載 あ

。 35   普通養子 含 養子制度一般 い 論点 多岐 わ
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見直 方向性 い コン ンサ 得 困 考え 論点

多い。 養子制度全般 わ 見直 検討 い 結論 得 う

相応 時間 要 考え 。他方 児童虐待

対策 特 養子縁組 利用 進 前 児童福祉法改 法 附

則や 議決定等 い 急 要 課題 必要 範5 
早期 見直 行う 望 い 考え 。特 養子

論点 う 養子 者 限 齢 引 実方父 意

撤回 制限 申立権者 含 特 養子縁組 成立手 い 厚労省検討

会 い 当研究会 い 論点 見直

方向性 い 合意 得 。そ 養子制度 見直 当10 
特 養子 各論点 い 先行 検討 進 当研

究会 報告 い 立法措置 見通 立 待

残さ 論点 い 検討 進 相当 あ さ 。   中間報告 以 経緯 特 養子 い 一部 論点

い 当研究会 研究会 あ 。当研究会 い15 
検討課題 論点 第 載 あ い

特 養子 い 一定 立法措置 見通 立 再度 研究会

再開 検討 進 予定さ い 。  
第  総論 20  特 養子縁組 置    未成 対象 養子縁組制度 民法 普通養子縁組制度 特 養

子縁組制度 設 い 。普通養子縁組 養子 者 成 あ 場合

利用 制度 あ そ 目的 制限 い や そ 成立要

件 や あ 家 存 家業 者 確保 相 目的等様々25 
目的 利用さ い いわ い 。 対 特 養子縁組 専 養

子 者 利益 目的 制度 創設さ あ 。

普通養子縁組 養子 者 未成 あ 場合 原則 家

庭裁 所 許可 必要 あ 民法第 条本文 そ 許可 基準 養子縁組

養子 者 福祉 合致 う あ さ い 。 う 養30 
子 未成 者 福祉 目的 制度 既 普通養子縁組 あ

わ 新 特 養子縁組制度 創設 意義 い 現行法 立案担当者

う 説明 。 わ 普通養子縁組 第 者 縁組 事実

明瞭 あ や当事者 方 縁 求 実親子 比

法 基 安定 あ 養親子 心理的安定 確保 点 十 あ 。35 
縁組 実方親族 実方親族 養親子
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渉 可能性 否定 い。子 健全 育成 そ 子

養育さ い 家庭 い 法 事実 確固 地 保 さ い

可 あ 特 養子制度 実父 法 親子 終了

縁 原則的禁 戸籍 特 措置 実親子 比肩 う う

強固 安定 法的枠組 え 。 う 法的枠組 中5 
養子 自己 家庭内 地 疑念 抱く く 養親 顧 憂い く養子

養育 専念 可能 養親子 心理的安定 確保さ 。 実

方親族や第 者 養親子 渉 可能性 大幅 減少 1。   わ 未成 者 養子 養子縁組 一般 養子 者 利益

制度 あ 中 養育環境 恵 い未成 者 対象 強固10 
安定 親子 え 目的 特 養子縁組 あ そ 目的

達成 実方親族 終了 縁 制限 戸籍 措置 いう特

効 付 さ い 。 特 効 そ 自体 法的 養親子

強化 あ 当事者 心理的 面 い 養子

養親 さ く 的 養育 いう点 養親15 
実方 入 い いう点 方 安心感 え 養親子

安定 効 。さ 養親 養子 唯一 親

あ さ や養親 養子 幼少時 養育 結 養

親子間 親子 愛着 形成さ 養子 健全 成育 資

。約 間 施行状況 鑑 う 特 養子縁組 入20 
意 利用さ 事案 い 達成さ い いえ

未成 養子縁組制度全体 特 養子縁組 置 い 現時点

い 大 く修 必要 い 考え 。  特 養子縁組 形成さ 親子    特 養子縁組 い 時 実親子間 様 実質的親子 形成25 
や 養親 養子 実子 様 養育 目的 2 いわ

。 いう実親子 様 養子 者 幼少 時 護養育

始 場合 形成 期待 さ 実親 実質的

い 養子 生 い 場合 う 形成

困 あ さ い 3。 実親子 様 単 法30 
的効 面 強固 あ 安定 い いう く 養子 者

幼少 頃 養親 者 生活 共 いう養育 実態 あ や

                            
1 細川清 改 養子法 解説 法 会 成 。以 細川 頁以  
2 中川善之助＝山畠 男 新版注釈民法(24) 斐 成 。以 新版注民(24)

頁 頁 大森政輔 等 
3 細川 頁 
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第 者 見 養親子 実 親子 う 認識さ い 含

あ 考え 。   前 述 う 特 養子縁組 最終的 目的 養子 健全

生育 養育環境 え そ 利益 あ 。そ

実現 前 法的効 及び心理的効 必要 さ5 
益 あ 養子 者 少 頃 養親 者 護養育さ

場合や 養親子 齢差等 点 実親子 様 外観 い 場合 限

い う 思わ 。 う 考え 特 養子縁組 実現 う

親子 法的 強固さ及び心理的 安定性 本質的 要素 あ

幼少時 経験 共 や第 者 見 実親子 い外観 い10 
う 必 本質的 要素 い 考え 。法的 強固さ及び心理的

安定性 確保さ 加え 養親子相互間 親子 愛着

形成さ あ 養子 健全 成育 そ 益

あ 考え 点 視 制度 映さ 議論

得 あ 思わ 。 15   特 養子縁組 適用範 検討 当 以 踏 え 法的 強固

さ及び心理的 安定性 養親子 形成 可能性 あ う

養親子相互間 愛着 形成 視 あ そ 形成可能性 あ

う いう観点 検討 必要 あ 考え 。  特 養子縁組 利用可能性 拡大 い  20   近 未成 者 対 家庭的 環境 養育 機会 え 手段

特 養子縁組 利用 可能性 検討 あ 主張 さ い 。

普通養子縁組 あ 親権 養親 帰属 未成 者 家庭内

養育 機会 え 達成 あ 特 養子縁組 利用

必要 必 く 普通養子 足 う 思わ 。 25   児童虐待 施設内 養育さ い 児童

さ 家庭環境 恵 い児童 あ う 児童 対 適 養育環境

家庭 え 特 養子縁組 元来目的 い あ 。

特 養子縁組 う 場合 実方親族 終了さ 子 利益

適合 いう考え方 基 い 設 あ 制度 創設 約30 
施行状況 踏 え 点 い 特段 異論 い。   当研究会 い 養子縁組 当 養親 者 普通養子縁組

く特 養子縁組 希望 事例 あ 報告さ 。普通養子縁組

い 実方親族 当 入 懸念 特 養子縁組 希望 者 多い

あ そ う 実態 あ 特 養子縁組 利用可能性35 
確保 く 結 家庭環境 恵 い未成 者 養子縁組
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機会 広 考え 特 養子縁組 養子

実方 親族 終了さ あ 実方 親族 身

要 影響 え 。 特 養子縁組制度 利用可能性 拡大 検討

当 実方父 利益 当 害 い う 配慮 必要 あ

。。 5   以 当研究会 虐待 未成 者 適 養育環境 え 手段

特 養子縁組 利用 可能性 含 特 養子縁組 見直 検討

。  
第  養子 者 年齢要件 つい  10   養子 者 上限年齢を引 上 具体的 年齢要件 次

案を検討 。 
第 案 請求 時 歳 達 い 者 養子 い

。 
第 案 請求 時 歳 達 い 者 養子 い15 

。  
補足説明   現行法 規    民法第 条 原則 特 養子縁組成立 審 申立時 歳20 
達 い 者 養子 い 例外的 歳未満 者

あ 歳未満 時 養親 者 的 護さ い 場合 養子

定 。   う 齢要件 定 い 立案担当者 説明 以

あ 4。 25  養親 養子 間 実親子 様 実質的親子 形成 期待

養子 者 幼少 そ 護養育 始 場合 あ 。  養子 者 歳 超え い 場合 実親 実質的

い 可能性 あ 就学 社会的 生 い 養親

子間 実質的親子 形成 困 く 実親子30 
断絶 相当 い場合 少 く い。  養子 者 地 早期 確定 望 い。  普通養子縁組制度 あ 以 対象者 齢 制限 弊害 少 く 特

養子制度 妥当性 明白 あ 場合 限 適用 認 相当 あ 。  将来 特 養子制度 社会的 定着 制度 理念 広く国民35                             
4 細川 頁 
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理解さ う 養子 者 対象者 拡大 十 考え

。  諸外国 規    特 養子縁組 様 実方親族 終了 断絶型 養子縁組 い

養子 者 齢要件 比較 イ 未成 歳未満 5 フ5 
ン 原則 歳以 例外的 歳以 6 イギ 歳未満 養

子決定時 歳未満 7 韓国 歳未満 さ 8 特 養子縁組

い 養子 者 限 齢 諸外国 比 い いえ 9。  養子 者 限 齢 引 必要性   特 養子 養子 限 齢 い 特 養子縁組 利用 制10 
限 い 引 あ 主張 あ 10 立法提案

歳 限 齢 引 提案 あ 11。 厚労省検

討会 提出さ 参考資料 第 回検討会資料 12 全国 児童

相談所及び民間 あ 団体 対 実施 調査 結 特 養子縁

組 選択肢 検討 13 あ 特 養子縁組 壁 特15 
養子縁組 行え い い事案 件あ う 齢要件 害

い 件数 件 ％。実親 意要件 害 い 件

％ い 多い件数 あ う 社会的措置

時 児童 齢 均 歳 歳以 件 ％ あ

報告さ い 前 資料 特 養子縁組 調査結 い20 
                            
5 鈴木博人 養子制度 国 比較 家族 社会 法 頁 成 。以

鈴木 国 比較 特 頁 湯沢雍彦 著 要保護児童養子斡旋 国 比較 日

本加除出版 成 。以 湯沢 頁 
6 鈴木 国 比較 頁 湯沢 頁 
7 鈴木 国 比較 頁 湯沢 頁 
8 鈴木 国 比較 頁 
9 例え イ 及びイギ い 未成 養子 断絶型 養子制度 い

断絶型 非断絶型 日本 養子制度 単純 比較 い。

フ ン や韓国 う 断絶型 非断絶型 両方 養子制度 国 断

絶型 比較 特 養子 養子 者 齢 限 い いえ 。 
10 例え 中川高男 現行養子法 若 問題―雑感―特 養子施行 契機

家族 社会 法 頁 成 特 頁 岩﨑美 子 わ 国 養

子制度 実情―養子縁組斡旋 現場 い特 養子法 改 願 ― 家族 社

会 法 頁 成 特 頁 床谷文雄 養子法 ュ

頁 成 。以 床谷 特 頁  
11 床谷 頁 
12 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-
Soumuka/0000193814.pdf 
13 長 わ 親 面会交流 い児童 将来的 家庭復帰 見込 い児童等

さ い 。 
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頁 。   歳以 子 い 特 養子縁組 望 い 考え 場合 具体的

う 場合 あ い 更 調査 行 明 望

い いえ 児童福祉 わ 者 そ 拡大 求 主張 複数述

い 留意 必要 あ 。 5   特 養子縁組 成立 事例 見 養子 者 歳 歳

事例 大多数 占 い 歳や 歳 原則的 限 齢 限

近い 齢層 ～ 件程度 成立件数 あ 限 齢 さ 引

場合 一定 需要 あ う わ 。  見直 方向性 10   現行法 養子 者 限 齢 限定 い 前

載 主 特 養子縁組 いう新 い制度 入 当 所

期 目的 達成 蓋然性 い 慎 立場 採 や 前

駆的 慣習 藁 養子 いう慣習 影響 い

考え 14。 立案担当者自身 前 述 い う15 
理由 必然的 現在 齢 変更 い いう結論

わ い。   特 養子縁組 形成 う 親子 形成可能性 前 及び

い 幼少期 経験 共 や外観 実親子 さ 強調 い あ

齢 害 さい。仮 親子 い愛着 相互 存在20 
う 形成可能性 問題 例え 歳以降 養育 親 委

さ 児童 そ 親 間 普通養子縁組 ケー あ 第

回厚労省検討会 提出さ 資料 特 養子縁組 調査結

い 頁 あ 程度 齢 達 子 養親 間 親子 心理的

結び 形成 可能 い 考え 。 養子 者25 
あ 程度 齢 達 い 場合 実親 終了さ 相当

い場合 あ 前 否定 い 一方 実方父

虐待 態様 実親子 終了さ 望 い

考え 場合や 実方父 連絡 い場合 実方父

終了さ 相当 い いえ い事例 あ 考え 歳30 
超え 護 開始さ 場合 一 特 養子縁組 否定 必要 い

考え 。   以 社会的 ニー や比較的高い 齢 親委 さ 子 養育実績

い 更 調査 望 い 留意 養子 者 限

齢 引 い 積極的 検討 相当 あ 考え 。 35                             
14 新版注民(24) 頁 大森政輔  
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 具体的 齢要件  養子 者 限 齢 引 特 養子 養育環境 恵

い子 適 養育環境 え う あ 養親

養育期間 あ 短期間 場合 特 養子縁組 利用

そ 目的 照 必要 あ 考え5 
。   養子 者 歳以 あ 自 意思 単独 縁組

普通養子縁組 均衡 身 大 影響 及 特 養子

い 養子 者 歳以 あ 場合 そ 意思 縁組 成

立さ 得 合理的 説明 い。 仮10 
養子 者 齢 限 歳以 引 あ 養子

者 意や 少 く そ 意思 い 要件 必要 あ

考え 対 養子 者 実親 終了さ

う いう困 選択 迫 強い 対意見 あ 。

う 養子 者 限 齢 歳以 引 養子15 
者 意思 衡量 在 方 い 困 問題 生 さ 養育 いう目

的 照 必 必要性 高い いえ い 限 齢 引

歳未満 相当 あ 考え 。  以 前提 第 案 特 養子縁組 養子

者 比較的 少 者 限定 考え方 あ 。比較的 少 者 方 養20 
親 間 親子 形成 や い 養育 必要 期間 長

く 養育環境 適否 そ 健全 育成 持 意味 大 い そ

理由 あ 。   対 第 案 前 載 考え方 従 歳以 引

い そ 制約 設 い考え方 あ 。特 養子縁組 目的25 
親子 在 方 幼少時 生活 共 や外観 実親子

さ 要素 いう 断 要親子間 安定 視 愛

着 生成 絶対的 考慮要素 い 養子 者 齢

い 特段 要件 設 必要 い いう考え方 基 く あ 。  30  
第  実方父母 よ 同意 撤回 制限 つい     資料 参照  
第  特別養子縁組 成立手続 申立権者を含 。 つい  35   準備中 
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第  残さ た論点   準備中 


